
                                                                  

介護保険施設・事業所における防犯への取組 

 

 

平成 28年 7月末に神奈川県相模原市所在の障害者支援施設において殺傷事件が発

生したことから、介護保険施設等の入所者等の安全確保について努めるよう、防犯

対策の強化をお願いします。 

 

１ 危機発生時の連絡体制について 

平成 28 年 9 月 2 日付け施運第 573 号の通知において、殺害や爆破といった犯罪

予告等があった場合の取扱を定めましたので、土日祝日夜間にかかわらず、危機

発生があった又は想定される場合は、速やかに道への報告をお願いします。 

原則として、当日中に報告してください。状況の変化（危機の拡大、新たなト

ラブルの発生等）があった場合については、必要に応じ、続報として報告してく

ださい。 

 

○ 対象とする危機 

利用者等に危害や損失を与え、又はその恐れのある次の事案を対象 

① 殺害、爆破などの犯罪予告 

② 不審者による施設等内への侵入 

③ その他、外部からの不法行為 

 

２ 防犯に係る安全確保のための自己点検表について 

平成 28 年 12 月 26 日付け施運第 857 号において、介護保険施設等が自ら防犯に

係る取組を定期的に点検し、防犯への意識を高めることを目的として、防犯に係

る自己点検表を作成しました。研修資料として活用するなど防犯対策の強化に取

り組むようお願いします。 

 

 

防犯に係る自己点検表は、道のホームページにも掲載しています。 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sus/kasigojikotenken.htm 
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